
田日田酬囲□

(目  的 )

第 1条  この規程 は、特定非営利活動法人 フ レンズ・オ ヴ・ アニマル ズ (以 下、「会社」

とい う)の 理事 な らび に監事 (以 下、「役員」 とい う。)に 対 して毎月支給す る報

酬 (以 下、「月額報酬」 とい う。)、 その他 の報酬の取扱 いに関す る基本事項 を定め

るもので ある。

2 この規程 に定 めのない事項 につ いては、法令 な らび に定款 あるいは理事会 の決

定に従 うもの とす る。

(報酬の体 系 )

第 2条 役員の報酬 は月額報酬 の他 、役員賞与お よび役員退任慰 労金 によ り構成す る。

2 月額報酬 は、常勤・ 非常勤 の役員 とも、役員報酬 のみ とし、手 当等他 の報酬 は

原則 として支給 しない。 ただ し、使 用人兼務役員 については、第 8条 の定 めに よ

り従業員分の給与 とあわせ て支給す ることがある。

3 役員 の うち、乗用車 に よる送迎 を行 う者 以外 には、通勤 の実態 に応 じてその実

費 を支給す る。

(月 額報酬の決定方法 )

第 3条  役員 の月額報酬 は、世 間水準お よび会社業績や 、従業員給与 とのバ ランスを

考慮 して、次の方法 によ り決定す る。

(1)理 事 の報酬 は、理事会 で決 定 した報酬総額 の限度 内において理事長 が決定

す る。

(2)監 事 の報酬 は、理事会 で決定 した報酬総額 の限度 内において監事 が決定す

る。

(役位変更等の場合 における報酬 の取扱 い )

第 4条  上位 の役位 に昇任 した場合 の月額報酬 は、前任者 の報酬額 お よび従前 の役位

で支給 されていた報酬額等 を掛酌 の上、前条 に準 じた方法で決定す る。

2 下位 の役位 に降任 した場合 の月額報酬 は、前条に準 じた方法で決定す る。

3 同一役位 の中で役員 の等級 が変更 され た場合 の報酬 の取扱 いは、前 2項 に準ず

る。

(就任 または退任等の場合における報酬 の取扱 い )

第 5条  報酬計算期 間の途 中で新 たに役員 に就任 した場合 、または退任・ 解任等の場

合 にお ける当該計算期間の月額報酬 は 日割計算等 を行 わず lヶ 月分 を支給す る。



(非常勤役員の報酬 )

第 6条  非常勤役員 の報酬 は、 当該役員 の社会的地位 お よび会社 への貢献度等 を掛酌

した上で、第 3条 に準 じた方法で決 定す る。

(使 用人兼務役員の報酬 )

第 7条  理事 が従業員 の職務 を兼務 してい る ときは、その兼務 の状況 に よつて、役員

報酬 と従業員給与 に区分 して支給す る場合がある。

(長期欠勤者の報酬 )

第 8条  病気療養等 のため、やむ を得 ない事情 で長期欠勤 中の役員 の月額報酬 は、原

則 としてその任期 中の従前の額 とし、任期満 了の時点で減額改定す る。

(報酬の改定 )

第 9条  役員報酬 は、原則 として任期 中は更改 しない。 ただ し、同一人が再任 され る

場合 には、その任期 の更改期 に報酬額の更改 を行 うことがある。

2 前項 にかかわ らず 、従業員 の給与が昇給 され るに伴 って、役員報酬 との間に著

しい不均衡 が発 生す るよ うな場合 には、従業員給与 の昇級時期 に合 わせ て役員報

酬 の更改 を行 うことがある。

(計算期間な らびに支給 日 )

第 10条  月額報酬 の支給計算 の期間は毎月 1日 か ら末 日まで とす る。

2 月額報酬 (使 用人兼務役員 の使用人部分給与 を含 む )の 支給 日は翌月 10日 と

す る。

(控 除金 )

第 11条 月額報酬か らは、源泉所得税 、住民税 、社会保 険料 な らびに会社 の立替金等

を控除す るもの とす る。

(役 員賞与 )

第 12条  会社業績 が著 しく向上 し、計画 を上回 る利益 を計上 した場合 には、決算期 に

役員賞与 を支給す ることがあ る。 ただ し、期 中に臨時 に月額報酬 を改定 し、賞与

の支給 に代 えることがある。

2 役員賞与 は、当該期 間の各役員 の業績へ の寄与度 を掛酌 して、第 3条 の方法で

決定す る。
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(臨 時緊急措置 )

第 13条  会社業績 が著 しく低迷 した場合 、または社会的 に責任 を明 らかにすべ き事態

が発生 した場合 な どには、取締役会 の決議 (監査役 は監査役 間の協議 )に よつて、

報酬 の減額・ 一部 カ ッ ト等 の措置 を取 ることがある。

附  則

1 本規程 は、平成 27年 2月 28日 か ら施行す る。
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賃 金 規 程

(目  的 )

第 1条  この規程 は、特定非営利活動法人 フ レンズ・オ ヴ・アニマル ズ (以 下、「会社」

とい う)に雇用 され る従業員 の賃金 に関す る事項 を定めるものである。

(適 用範囲 )

第 2条  この規程 は、会社 に雇用 され る従業員 に適用 し、パー トタイマー、アルバイ ト、

嘱託従業員 については個別労働契約 によるもの とす る。

(賃 金の支給範囲 )

第 3条  賃金 とは、従業員 の労働 の対償 として支払 われ るすべての ものをい う。したが

って、従業員 が労働 しない ときは別段の定 めに よる場合 のほか賃金 を支払 わな

い 。

第 1章  総 則

第 2章  賃 金

(賃 金の構成 )

第 4条  賃金の構成は次のとおりとする。

一
基本 給

賃  金 手  当 通勤手 当

割増賃金

時間外労働割増賃金

休 日労働割増賃金

深夜労働割増賃金

(基本給 )

第 5条  基本給 は、従業員各人の職務 の内容 、成果 、意欲 、遂行能力、経験 を総合的に

考慮 の うえ決 定す る。

(通勤手 当 )

第 6条  通勤 に電車、バ ス等の公共交通機 関を利用す る従業員 に対 しては、通勤 に係 る

実費支弁 を 目的 として 1か 月定期代相 当額 の通勤手 当を支給す る。ただ し、通勤



の経路お よび方法は、最 も合理的かつ経済的であると会社が認 めたものに限る

こととし、また非課税限度額を超 える場合には非課税限度額を限度 として支給

する。

(手 当の計算方法 )

第 7条  前条 に規定す る通勤手 当は、支給事 由が発生 した月か ら、支給事 由が消滅 した

月まで支給す るもの とす る。ただ し、賃金計算期間の途 中に入社 、退職 、休職 ま

たは復職 した場合 にお ける当該事 由の発 生 した月の通勤手 当の額 は、第 13条 (中

途入社等 の場合 の 日割計算)の 定 める ところによる。

(変 更の届出義務、不正の届 出 )

第 8条  住居 、通勤経路 もしくは通勤方法 を変更 し、または通勤のため負担す る運賃等

の額 に変更があった場合 は、速や かに会社 に届 けなけれ ばな らない。

2 前項 の届 出を怠 った とき、または不正 の届 出に よ り通勤手 当その他 の賃金 を

不正 に受給 した ときは、その返還 を求 め、懲戒 の事 由に基づ き懲戒処分 を行 うこ

とがある。

(割 増賃金 )

第 9条  割増賃金 は、次の算式 に よ り計算 して支給す る。ただ し、適用除外 に該 当す る

者 は、第 1号お よび第 2号 の時間外、休 日に関す る割増賃金 は適用 しない。

(1)時 間外割増賃金 (法 定労働 時間を超 えて労働 させ た場合 )

基本給~~下 ~万
三rTT百 丁

=:「
× 1。 25×時間外労働 時間数

1か月平均所定労働 時間

(2)休 日割増賃金 (法 定の休 日に労働 させ た場合 )

____三 ヨ型L一一一一一 × 1.35× 法定休 日労働 時間数
1か月平均所定労働 時間

(3)深 夜割増賃金 (午 後 10時 か ら午前 5時 までの間に労働 させ た場合 )

基本給

可蔦百万軍雇而再≡頚面蔦轟
「

×0。 25X深夜労働時間数

2 前項各号の 1か 月平均所 定労働 時間数 は、次 の算式 によ り計算す る。

年 間所定労働 日数  × 1日 所定労働 時間数  ÷ 12

ｎ
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(賃 金の支払方法 )

第 10条  賃金 は通貨 で直接本人 にその全額 を支払 う。ただ し、従業員 との書面協定に よ

り、従業員が希望 した場合 は、その指定す る金融機 関等の 口座へ の振込み によ り

賃金 の支払い を行 う。

(賃 金の控除 )

第 11条  次 に掲 げ るものは、賃金 か ら控除す る。

(1)源 泉所得税

(2)住 民税

(3)健 康保 険お よび厚生年金保険の保 険料 (介 護保険料 を含 む。)の被保険者

負担分

(4)雇 用保 険の保険料 の被保 険者負担分

(5)労 使協定 によ り賃金か ら控除す ることとした もの

(6)そ の他正 当な理 由がある と会社が認 めた もの

(賃 金の計算期間及び支払 日 )

第 12条  賃金 は、毎月 1日 か ら末 日までの分 について、翌月 10日 に支払 う。ただ し、賃

金支払 日が休 日にあた る ときは、その直前の休 日でない 日に支払 う。

2 前項 の定めにかかわ らず 、次 の各号のいずれかに該 当す るときは、従業員 (本

人が死 亡 した ときはその者 の収入 に よつて生計 を維持 されていた者 )の請求 に

よ り、賃金支払 日以前であって も既往 の労働 に対す る賃金 を支払 う。

(1)従 業員 またはその収入 に よつて生計 を維持す る者 が出産 し、疾病 にかか

り、または災害 を受 けた場合

(2)従 業員 またはその収入 に よつて生計 を維持す る者 が結婚 し、または親族 の

葬儀 を行 い、その臨時の費用 を必要 とす る場合

(3)従 業員が死亡 した場合

(4)従 業員 またはその収入 に よつて生計 を維持す る者 がや む を得 ない事情 に

よ り 1週 間以上 にわたつて帰郷す る場合 その他特別 の事 情が あ る と会社

が認 めた場合

(中 途入社時等の場合の 日割計算 )

第 13条 賃金計算期 間の途 中に入社 、退職 、休職 または復職 した場合 は、その月の賃金

を下記 の算式 に よ り日割計算 して支払 う。

基本給
vi■ tthロ

その月の所定労働 日数  ^・
Цtt H
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(欠 勤等の場合の時間割計算等 )

第 14条  欠勤、遅刻 、早退お よび私用外 出を した場合 の時間については、原則 として 1

日または 1時 間当た りの基本給 に欠勤、遅刻 、早退お よび私用外 出の合計時間数

を乗 じた額 を差 し引 くもの とす る。ただ し、賃金計算期間の全部 を休業 した場合

は、賃金月額 のすべて を支給 しない もの とす る。

(1)遅 刻・ 早退・ 私用外 出等の控除

____三 ■里一一一一一 ×不就労時間数
その月の所定労働 時間

(2)欠 勤控除

幸[_+:多 δ
Z雲 4｀ 不口           ^..、 、__、 …

YI末 市)挙 日 養権

その月 の所 定 労働 日数

(休 暇等の賃金 )

第 15条  年次有給休暇お よび特別休暇 に定め る休暇 の期 間は、所 定労働 時間労働 した

ときに支払 われ る通常の賃金 を支給す る。

2 次の休暇お よび休業期 間等は無給 とす る。ただ し、会社 が必要 と認 める ときは、

賃金 の全部 または一部 を支給す ることがある。

(1)公 民権行使 の時間

(2)産 前産後休業

(3)母 性健康管理 のための休暇等 の時間

(4)生 理 日の措置の 日または時間

(5)育 児時間

(6)育 児・ 介護休業期 間 (勤 務 時間の短縮 の場合 は短縮 された時間 )

(7)子 の看護休暇お よび介護休暇

(8)休 職期 間

3 会社 の責 めに帰すべ き事 由に よ り休業 した ときは、休業手 当を支給す る。休業

手 当の額 は、 1日 につ き平均賃金 の 6割 とす る。

(賃 金の改定 )

第 16条  基本給お よび諸 手 当等 の賃金 の改定 (昇 給、降給 、現状維持 のいずれか とす

る。)に ついては、原則 として毎年 4月 1日 に行 うこととし、改定額 については、

会社 の業績お よび従業員 の勤務成績等 を勘案 して各人 ごとに決定す る。

2 前項 のほか、特別 に必要がある ときは、臨時 に賃金の改定 を行 うことがある。
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第 3章  賞 与

(賞

第 17条

与 )

会社 は、会社 の業績 、従業員各人の査定結果 、会社への貢献度等 を考慮 して、

原則 として年 2回 、6月 と 12月 の会社 が定める 日に賞与 を支給す る。ただ し、

会社 の業績状況等 によ り支給時期 を延期 し、または支給 しない ことがある。

前項 の賞与の算定対象期間は次の とお りとす る。

賞与支給月 算定対象期 間

7月

12月

前 年 12月 1日 か ら当年 5月 31日

当年 6月 1日 か ら当年 11月 30日

賞与は、支給 日当 日に会社に在籍 し、かつ通常に勤務 していた者について支払

うもの とす る。

2

3

(定 年退職者等の扱 い )

第 18条  前条第 1項 の規定 にかかわ らず 、定年退職者お よび会社都合 による解雇 にな

った者 につ いては、賞与算定対象期 間中の在籍期 間お よびその間の勤務成績 に

応 じた金額 の賞与 を支払 うこ ととす る。

(規程の改廃 )

第 19条  この規程 は、関係 諸法規 の改定お よび会社状況お よび業績等 の変化 によ り必

要 ある ときは、従業員代表 と協議 の うえ改正す ることがある。

附  則

この規程 は、平成 27年 2月 28日 か ら施行す る。１

■
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書式第 17号 (法第 55条関係)

R

54 2 3 め した

1 資金に関する:事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

R2年 4月 1日

～R3年 3月 31日
法人名 事 業 年 度Z V>A . *f - 7=<tvA

(1)収益の源泉別の明細

明細

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

正会員受取会費 180,000円

賛助会員受取会費 341,000円

受取寄附金 4,877,225円

受取助成金 2,000,000円

保護育成 。譲渡事業収益 218,374円

71,500円

44円

0円

円

円

その他、目的を達成するために必要な事業収益

受取利息

雑収益

円

円

円

円

△
口 計 7,688,143円

金入 先 額

円

6,064,175円

円

円

′」土
1日

円

6,064,175円計合

な し

その他

32 1項各号に対応 していま 。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1) る び条件等

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

役務の提供に係る料金及

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

条  件  等料 金役 務 の 提 供 の 内 容

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から での取引 口 役員等との取引]

当 性r

譲 渡 価 格住所又は所在地取引先の氏名等

な し

譲渡資産の内容等

円

譲 渡

年月日

法人との

関  係

円

円

円

円

円

円

円

円

円

生ずる 弓 の 5

(2)費用の生ずる取 |の 5者

(3)役員、社員、職員若 しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引)

イ 資産の譲渡 (棚卸資産 )

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等

1,000,000円 寄付金

1,000,000円 寄付金

500,000円 寄付金

240,000円 正会員費・寄付金

230,000円 寄付金

920,003円

892,419円

561,000円

545,969円 保護育成・譲渡事業 餌代

・譲渡事業

取引金額

1,824,000円

氏名又は名称 住所又は所在地

・譲渡事業・治療費

餌代・薬代

保護育成・譲渡事業

治療費

管理部門

会計業務委託費

取 引 内 容 等



ロ
十

′

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む )

コ区厖えυノ

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月 日
対 価 の 額 役務提供の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万 であるものに限る )の氏名並びにそ 日

こ関する [⑤給与を得た職員の総数及び当 る に関する事項]5

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

200,000円

300,000円

2020。7.12

2020.8.26

300,000円

200,000円

円

2020。 12.23

2021.3.18

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

0人 0円



支出年月日 支出先の名称

な し

所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した その相手先及び支出年月 日]

7 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)[⑦200万円以下の海外への送

しを行っ けるそ 日

実  施  日 使 途 金   額

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2}特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

チェック欄

○

法人名 特定非営利活動法人 フレンズ・オヴ・アニマルズ

申請時①

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえいいえ

③ ⑮ ◎各社員の表決権が平等である

上記を証する書類の名称とその内容等
はい

いいえ

はい

いいえ

Ittz r

L \L \.i-

イ

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレ~プの人数

割 合

役員数

②÷① ④÷③

① ② ③ ④ ⑤

区 分

④
令和 2年 4月 1日 ′¶3年 3月 31

日 7人 0人 0% 0人 0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転配してくださしヽ

③及びЭこついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) (初葉)

∝意1申0
・ 認定基準等チエック表 (第 31日)は、法第5条第1項に基づく書類|(役員報酬規程等提出響Dの提出時においても調載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員囀日碗所砦甲提出書類):=記載した事項について、

添付を省略することができます。



第3表 (次葉)

∝意|1珈Q
認定の有効期間の更新の申請に当たつて|よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書E)に記載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

ェック 3 記載要領

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

項 目 ③ ⑮ ◎ ④ ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

は い

υ`

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

回コ

いい臭

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

Q_1自gttEttQコ」堕Ь」

…

1国国鯉菫饉L_■】堕Lこ≦二主Lゝ_

項
日
Ｈ ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
事。国 有・無 有・無 有・無 有 。無 有 。無 有・無

ハ

注 意 事 項記 載 要 領項    目

区分欄の「④～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況Jを記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

イの各欄

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝D第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のよう|こ識 します。

口の各欄

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の [はυⅥ

に IO」 した場合には監査証明書を添

付してくださしヽ

②  「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び隈簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行っている」の「:型 」ヽに「o」

した場合には、第3表付表2「帳簿組

』塾2墜辺Ll_」と重」塾L」杢」1上

`≦

l≦ ど̈豊

L                         ___

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」については、イに講 る各期

間 (輌④」から 輌①」)を示したもので九

)\OEfN

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」について:よ イに記載する各期

間 (「④」から「①」)を示したものです。

二の各欄



法人名 特定非営利活動法人 フレンズ'オヴ'アニマルズ ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 7人 人 人 人 人 人

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数
0人 人 人 人 人 人

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれ らの

者の親族等」のグループの人数

0人 人 人 人 人 人

書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

④ ⑮ ◎ ① ◎ 申請時
就任・退任

年月日

舞 理事
○

就任H27.5.21

退任R3.1.13

加瀬  エ レーナ

LULEA ELENA

理事
○

就任H30.5.21

潤子 理 事
○

就任屁0■ 22

豊 理事
○

就任陀0.■ 22

箱 田 理 事 就任H20.9.22

退任29■ 23○

鵬0.5.21

山下 理事 就任貶9.5.24

○

石井 マツ子 理事
就任H30.5.21

○

福田 めぐみ 監事
就任厖9.5.24

○



法人名 特定非営禾:囁嗣厳:人フレンズ・オヴ・アニマルズ

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

現金預金出納帳 帳簿 随時 7年

総勘定元帳 会計ソフ ト(会計王使用) 随時 7年

ルーズリーフ

領収書綴り 帳簿 随時 7年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記勲|コD
・ 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば『入金伝漂」、「出枷 、「振替伝票」、:覇金出納幅」、「総勘定元帳」などのように配載します。

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、「単藤」、町L″・ズリーフ」、「装丁根簿」などのように配載します。

・ 「記帳の時期」欄は、IⅧ時 |」 、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第騎条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:癬E):=配載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人 フレンズ・オヴ・アニマルズ チェック欄

項
日
【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申言罪寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動
事 □ 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 。無 有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動
有。□ 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動  ‐

事。□ 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 。無 有 。無

項 目 ③ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申課甲寺

有 。無

有・無

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

有・国 有 。無 有 。無

与の有無

有 。無 有・無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が力配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有。国 有。無 有・無 有・無 有。無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別αパl溢1の供与の有無
有。国 有 。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の 有・□ 有・無

有無

有 。無 有・無 有・無 有・無 有 。無

有・無 有 。無 有。無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条殷講系)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初ヨD

e意申D
・ 『認定基準等チェック表 (第 4表)」 :ま、法第騎条第1項に基づく書類 (役員報酬観罹特提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。



チェック欄法人名 特定非営利活動法人 フレンズロオヴ・アニマルズ

O
5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の議渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

図聞臨に関する細則 は内測則D等がある場舗こ:よ その細則 網メ勝鳳D等を添付してくださしヽ

同  意

もない

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:書D
② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写D

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

割附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

□

イ

ハ

前事業年1度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

次の事項を記載した書類

①l収益(効顧胡11の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

割附金の額の事業年度中の合計額が
"万

円以上であるものに限る。)の氏名並びにその割附金の額及

…

月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当無 に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した割附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ :海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

ホ

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェ

(注意申D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出■奨Dの提出時に記載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

5



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非営利活動法人 フレンズ・オヴ・アニマルズ

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

籠□Ξ
=団・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬胡程等提出書類)の提出時に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8:D

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定す

29条の規定により所轄庁に提出していること

①◎ ④ ◎④ ⑮

有 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無有 ・ 無征有

特定非営利活動促進法第 28

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出書類)の提出時に配載及

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無有・□

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超え

ていること

設立年月日 平成  年  月  日月   日事業年度



書式第 15号‐
(法第 44条・51条・58条関係 )

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 フレンズ・オヴ・アニマルズ

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り
た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特定ヨト曽利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204条等 田 )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくlま地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 健2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定三壺!匪壁塑堕壁壁聾:塗塾凶鰹璽厘堕堕重壺聾菫塑Ll亜:堕i國墜墨量:豊」墜!≧:菫!立

`霊

:塾:塑:」1回l聾:理!菫L!::【::`!:!Lll[上並型:

上:星1艶1笙1皿iコ1壼墨盤:旦i塑I塁:重i重区堕査1医1量!ШI菫l菫饉1査:菫1上IEI」 1豊1堕1鯉!2:生 :望1眩I菫1塑1墜i皿:璧ロピI塑i國1立!墜塑:壁1壁:ユ1壼:左:菫主)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽ こ該当する者の有無

認定囀定非営利活動法人が露定を取り消された場合又は引期鐵課薇り降い1日働法人が特

'1罐

定

を取り消された場創こおいて、その取消しの1原因となった事実があつた日以前1年内に当崚認定

特超 楢 申1膳動法人又は当該特鵬闊口賄じ峰鰤賠口法人のその粛務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有窯|

有 □

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有。□

特定井者和慟 足進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に販 したことにより、罰側 に処せられ、そα澤イ子が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有 □
ヒ】

暴力団の構成員等の有無 事・園

認定又は特顔麟認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 義H合・EIいえ2

し`縛い 。定款又は事業計画書の内容が法令等に敵 している法人3

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しなし
碁 い いいえ

添付

ヨ
ヨ

理ＬＥ

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、

(注 1) こと

ｒＯ 日から3年を経過しない法人 穏い 。 セヽ

6 弩ンしかに該当する法人

穏い 。

椒 ハ・


